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別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

工期（履行期間）

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

入札日等訂正版

25（土）第 0103 号

2502010311

落札結果通知予定日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

令和7年06月04日

2 工事（業務）概要

西区ほか２区街路灯設置ほか工事

札幌市西区八軒９条西７丁目ほか

西区
　道路照明灯設置　33基
　道路照明灯撤去　一式
　ロードヒーティング設備撤去・復旧　一式
手稲区
　道路照明灯設置　17基
　道路照明灯撤去　一式
中央区
　委任信号設置　2基
　委任信号撤去　一式

着手の日から令和8年01月16日まで

6
入札参加資格の
申請及び審査

審査方式

電子入札システムによること。提出方法

令和7年05月28日　09時30分

場所

11
入札及び開札の日
時・場所等

17
施行担当課及び
電話番号

建）土木部道路設備課

011-211-2635

令和7年05月26日　（08時00分～20時00分）
令和7年05月27日　（08時00分～17時00分）

電子入札



課　　　　　　　　名 課　　長 係　　長 設計主任 製　　図

　　　．　　．　　．

　　　．　　．　　．

図　　番

ＳＣＡＬＥ

工 事 名

図 面 名

特記仕様書　１

　　年　　月　　日

札 幌 市 建 設 局 土 木 部 道路設備課
西区ほか２区街路灯設置ほか工事 １

31

Ⅰ．工事名称

２．しゅん功期限

２．成果品の提出部数（ＣＤ－Ｒ）　　　　　　　　２部

完成図の作成においてのみ使用し、それ以外の目的で使用して

はならない。

なお、著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利或

いは著作権法第２章第３節第２款に規定する著作者人格権は、

図面を作成した設計事務所等に帰属する。

電　子　納　品

１．電子納品は、札幌市「電子納品に関する手引き【営繕工事】」

に基づいて作成する。詳細は、監督職員と協議する。

なお、受注者は著作物等（工事写真・しゅん功写真等）の利用を

発注者に許諾するものとする。

共 通 事 項

機 材

２．特記事項 特記事項中選択を要するものは、●印を付したものを適用する。

特 記 仕 様 書

１．工事場所

Ⅱ．工事概要

品質性能等の資料を提出し承諾を得ること。

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」

することができる。

する場合は、評価書の添付により品質性能等の資料の提出を省略

((社）公共建築協会編集）の活用により評価を受けた材料を使用

６．完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

○しゅん功写真（元データ含む）　　　　　　　　１部

７．その他

３．工事写真（元データも含む）　　　　　　　　　　１部

べて受注者の負担とする。

この工事に必要な工事動力，水，および諸手続きなどの費用はす工事用動力その他

提 出 書 類

工事しゅん功時

●対　象　　　○対象外

１．諸官庁届出書、検査合格書　　　　　　　　　　　１部

２．各種測定表（監督職員の指示による）　　　　　　１部

４．しゅん功図　　　　　　　　　　　　　※電子納品のみ

５．縮小図（Ａ３二つ折り）　　　　　　　　　　製本２部

●取扱説明書等資料　　　　　　　　　　　　　　３部

●引渡資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

○縮小マイラー原図　　　　　　　　　　　　　　１部

（一般用電気工作物）

主 任 技 術 者 等 １．主任技術者　　建設業法による主任技術者資格を有するもの。

（共同企業体の場合は、構成員すべて主任技術

者資格を有すること。）

２．現場代理人

３．監理技術者　　建設業法による監理技術者の資格を有するもの

及び国土交通大臣の登録を受けた講習を受講し

たものとする。

４．電気保安技術者

○電気主任技術者または同等の知識及び経験を

有するもの（事業用（自家用）電気工作物）

及び本市が同程度と認めるもの

最大電力 ○５００ｋＷ以上

○１００ｋＷ以上５００ｋＷ未満

○１００ｋＷ未満

○要（　　　　　　　）　●不要監 督 職 員 詰 所

●第１種または第２種電気工事士

上の保険を付してその写しを監督職員に提出すること。

工事の内容等により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の１以火 災 保 険 等

保険の期日　　始期―保険の目的物が工事現場に搬入される日

終期―しゅん功期限＋１４日以上

保 険 契 約 定 款

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補

償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険を付すこと。

（２）前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又はこれ

に代わるものの写しを速やかに監督職員へ提出すること。

法 定 外 の 労 災

保 険 の 付 保

公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律

公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の

信頼の確保と建設業の健全な発展を図る目的である同法を遵守し、

施工体制の適正化を図ること。

臨 時 検 査 臨時検査は下記の場合に実施する。

発注者が必要と認めた場合に行う。

・臨時技術検査

支払が発生しない年度については除く）。

原則各年度１回以上（ただし、複数年度の継続工事において、

●中間技術検査

施工体制台帳等 （１）施工体制台帳　

受注者は、下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず

施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、作成した施

技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者

施工体制台帳には「工事担当技術者（様式）」を追加して監理

工体制台帳の写しを監督職員に提出するものとする。　なお、

（専任している場合のみ）の氏名、生年月日、所属会社名を記

受注者は施工体制台帳をもとに施工体系図を作成し、工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するものとす

る。

札を着用させるものとする。

いて、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名

負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内にお

（３）現場の管理

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請

「施工体制台帳作成のポイント(財政局工事管理室)」による。

載するものとする。なお、施工体制台帳の作成範囲・構成は、

（２）施工体系図

確 保 に つ い て

適 正 な 施 工 の

負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請

技術力等を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事

しなければならない専任の監理技術者については、適切な資格、

限る。）を配置すること。

する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに

（２）建設業法第２６条の規定により受注者が工事現場ごとに設置

（３）上記（１）および（２）のほか建設業法等に抵触する行為は

行わないこと。

他、以下の項目に留意すること。

施工中の安全確保

及 び

受注者は工事に際し、公衆災害の防止、施工中の安全確保、及び環

境保全のため、関係法令及び公共建築工事標準仕様書の記述に従う

環境保全について

へ の 登 録

請負代金額が500万円以上の場合を対象とする。

　なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行うも

のとする。

録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

(公共建築工事標準仕様書　1.1.4 参照のこと)( C O R I N S )

工 事 実 績 情 報

グ リ ー ン 購 入 「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考

慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。

資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、可能な限り簡

されたものを使用するよう努めること。

易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮

公 共 建 築 物 の 環 境 配 慮 工事の施工にあたっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築

物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工

に努めること。

の室内濃度測定

揮発性有機化合物

○施工前　　　箇所　　　○施工後　　　箇所

(３)測定時期及び個所（測定位置等は監督職員と協議のこと）

拡散法（パッシブ法）により測定する。

札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説に基づき、

(２)測定方法

(１)測定物質

提出しなければならない。

行い、基準値以下であることを確認の上、測定結果を監督職員に

行っている機関等）に依頼し揮発性有機化合物の室内濃度測定を

計量士を配置し、計量法第１０７条に定める計量証明事業登録を

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

スチレン、パラジクロロベンゼン

測定対象工事の受注者は、検査機関（計量法第１２２条に定める

○対象工事

揮 発 性 有 機 化 合 物 対 策 揮発性有機化合物が含有しているおそれのある材料については、

安全データシート等により確認を行い、極力揮発性有機化合物が

少ない材料、または含有していない材料の使用に努めること。使

用する材料はＦ☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該当す

の放散を促進するため、繰り返し換気を行わなければならない。

また、施工時・完了後引渡し前においては、揮発性有機化合物

る材料がない場合はＦ☆☆☆又は同等品とすること。

建設機械の選定 工事に使用する建設機械は以下による。

その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を受けるとともに、

現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行

い、監督職員に提出するものとする。

なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（改正平成

１３年４月９日　国土交通省告示第４８７号）に基づき、指定さ

れた機械を使用する。本工事において、以下に示す建設機械を使

用する場合は、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指定要領」

に基づき指定された排出ガス対策型建設機械及び平成７年度建設

技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、

またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術審査

・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機

械を使用するものとする。ただし、道路運送車両法の保安基準に

排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車車

検証の交付を受けているものは除く。

ホイールクレーン

ローラ

油圧式杭圧入引抜機

空気圧縮機

トラクターショベル

ブルドーザ

バックホウ

対 象 機 種

ラフテレーンクレーン

可搬式

ホイール型

油圧式クローラ型

形 式

く。

けている建設機械は除

法の排出ガス規制を受

ただし、道路運送車両

械に限る。

下）を搭載した建設機

ｋＷ以上２６０ｋＷ以

（エンジン出力７．５

ディーゼルエンジン

規 格

普通、湿地、リッパ装置付

可搬式、溶接兼用機を含む

ロードローラ、タイヤロー

ラ、振動ローラ

発動発電機

（４）対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当

受注者が自ら協力すること。

注者を訪問し、再調査または指導を行うこととなった場合は、

（３）面接調査の結果、発注者もしくは発注者に代わる者により受

該下請負業者（当該下請負工事の一部に関わる二次以降の下請

負業者を含む。）が前各項と同じ業務を負う旨をその契約書に

定めること。

公共事業労務費調査

保存を行うこと。

者の賃金及び時間の管理を適切に行い、賃金台帳の整備とその

（１）労働基準法に従って就業規則を作成するとともに、現場労働

ついて行うとともに協力しなければならない。

「対象工事」という。）となった場合には次の各項に挙げた事項に

受注者は、札幌市が実施する公共事業労務費調査の対象工事（以下

また、対象工事の工期経過後も同様とし、これらに要する費用は受

注者の負担とする。

し、面接調査を受けること。

調査対象期間の現場労働者の賃金台帳等による調査票等を提出

（２）札幌市が指定する面接調査日時に、指定した公共事業労務費

支給品及び貸与品 支給品及び貸与品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事材料の検査 検査材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計 量 単 位 計量単位については国際単位系（ＳＩ単位）とする。

道 産 品 の 活 用 に つ い て

するよう努めるものとする。

れる資材等で規格・品質が適正である場合は、これを優先的に使用

本工事に使用する使用資材のうち、道内で産出、生産または製造さ

（　　　　　　　　　　　　　　　　）部分引渡の範囲

部分しゅん功期限

３．工 事 内 容

令和　　年　　月　　日　まで

・高所作業における墜落制止用器具の使用、落下・転落事故の防止。

・火気の安全管理。

・作業場における酸欠状態及び有害ガス等の発生防止。

・交通安全管理及び交通誘導警備員の資格

公道等において工事を行う場合は、必要な保安施設を設置し、交通

安全に努めること。

市街地（人口集中地区及びこれに準じる地区をいう。）及び公安

委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線におけ

工事現場の安全

衛生に関する管理

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第３０条第２項の規定

に基づき特定元方事業者として指名された場合は、関係法令に従い

必要な措置を講ずる。

また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保等のため適切に

行うこと。

札幌市生活環境の

確保に関する条例

における「指定作

工事現場の土場において、以下の作業を３か月以上行う場合は、

業」について

ムページを確認すること。

なお、詳細については以下の環境局環境都市推進部環境対策課ホー

守すること。

生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関わる規制基準を順

ついては、本市発注工事において、土場を使用する場合は、近隣の

※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該

建設工事に伴って行われる作業は除く。

（※住居系地域の場合のみ）

(１)木材の切削

(２)金属のつち打

(３)金属の切断

(４)金属の研磨

(５)土石及び建設用資材の積み込み、積み下ろし

(６)建設用資材の運搬車両及び建設用重機の移動

（※住居系地域の場合のみ）

「札幌市生活環境の確保に関する条例」第６８条により、敷地境界

における騒音の基準が適用される。

混 合 物 に つ い て

再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は再生材の利用を

原則として、アスファルト舗装材料については土木工事積算要領

のとおりとする。ただし、舗設箇所の用途（騒音、すべり止め及

びわだち掘れ対策や橋面、トンネル舗装など）に応じて、異なる

材料を使用する場合は監督員と協議すること。

すること。

・地下埋設物破壊事故の防止

施工範囲の埋設物に十分注意し、「建築工事安全施工技術指針」

及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守すること。

　変更時と工事完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の登

る工事は札幌市土木共通仕様書における【1-1-1-38　交通安全管理】

、「12　交通誘導警備員の資格」項に記載の有資格者、人員を配置

（https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/shizai.html）

Ｅ2025＿0414　改訂

３．設計図ＣＡＤデータの提供　　●提供する　　

提供するＣＡＤデータは、本工事の履行に必要な施工図及び

提供したＣＡＤデータは、引渡し時を目途に、複製も含めて

全て削除すること。

　工事着手時、変更時、しゅん功時の１０日以内（土日祝を除く）

に登録を行い、監督員に提出すること。

５．別 途 工 事

Ⅲ．工事仕様

１．共通仕様 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。

以上　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

電気通信設備工事共通仕様書

（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）

土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事管理室）

備考

発 生 材

○

○

○

○

○○

○

○

（●印を付したものを本工事種目とする）４．工 事 項 目

電気設備工事仕様書（札幌市都市局建築部） 令和　　年度版７

令和　７年版

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築工事標準仕様書　　（建築工事編）　　令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　令和　４年版

公共建築工事標準仕様書　　（機械設備工事編）令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和　４年版

西区

　ロードヒーティング設備撤去・復旧　一式

　道路照明灯設置　33基、道路照明灯撤去　一式

手稲区

　道路照明灯設置　17基、道路照明灯撤去　一式

中央区

　委任信号設置　２基、委任信号撤去　一式

西区ほか２区街路灯設置ほか工事

札幌市西区八軒９条７丁目ほか　

着手の日から　　令和　８年　１月１６日　まで

（着手予定日：令和　７年　６月　２日）

道路融雪設備工 道路防災設備工道路照明設備工●

●

● ●






誤



課　　　　　　　　名 課　　長 係　　長 設計主任 製　　図

　　　．　　．　　．

　　　．　　．　　．

図　　番

ＳＣＡＬＥ

工 事 名

図 面 名

特記仕様書　１

　　年　　月　　日

札 幌 市 建 設 局 土 木 部 道路設備課
西区ほか２区街路灯設置ほか工事 １

31

Ⅰ．工事名称

２．しゅん功期限

２．成果品の提出部数（ＣＤ－Ｒ）　　　　　　　　２部

完成図の作成においてのみ使用し、それ以外の目的で使用して

はならない。

なお、著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利或

いは著作権法第２章第３節第２款に規定する著作者人格権は、

図面を作成した設計事務所等に帰属する。

電　子　納　品

１．電子納品は、札幌市「電子納品に関する手引き【営繕工事】」

に基づいて作成する。詳細は、監督職員と協議する。

なお、受注者は著作物等（工事写真・しゅん功写真等）の利用を

発注者に許諾するものとする。

共 通 事 項

機 材

２．特記事項 特記事項中選択を要するものは、●印を付したものを適用する。

特 記 仕 様 書

１．工事場所

Ⅱ．工事概要

品質性能等の資料を提出し承諾を得ること。

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」

することができる。

する場合は、評価書の添付により品質性能等の資料の提出を省略

((社）公共建築協会編集）の活用により評価を受けた材料を使用

６．完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

○しゅん功写真（元データ含む）　　　　　　　　１部

７．その他

３．工事写真（元データも含む）　　　　　　　　　　１部

べて受注者の負担とする。

この工事に必要な工事動力，水，および諸手続きなどの費用はす工事用動力その他

提 出 書 類

工事しゅん功時

●対　象　　　○対象外

１．諸官庁届出書、検査合格書　　　　　　　　　　　１部

２．各種測定表（監督職員の指示による）　　　　　　１部

４．しゅん功図　　　　　　　　　　　　　※電子納品のみ

５．縮小図（Ａ３二つ折り）　　　　　　　　　　製本２部

●取扱説明書等資料　　　　　　　　　　　　　　３部

●引渡資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

○縮小マイラー原図　　　　　　　　　　　　　　１部

（一般用電気工作物）

主 任 技 術 者 等 １．主任技術者　　建設業法による主任技術者資格を有するもの。

（共同企業体の場合は、構成員すべて主任技術

者資格を有すること。）

２．現場代理人

３．監理技術者　　建設業法による監理技術者の資格を有するもの

及び国土交通大臣の登録を受けた講習を受講し

たものとする。

４．電気保安技術者

○電気主任技術者または同等の知識及び経験を

有するもの（事業用（自家用）電気工作物）

及び本市が同程度と認めるもの

最大電力 ○５００ｋＷ以上

○１００ｋＷ以上５００ｋＷ未満

○１００ｋＷ未満

○要（　　　　　　　）　●不要監 督 職 員 詰 所

●第１種または第２種電気工事士

上の保険を付してその写しを監督職員に提出すること。

工事の内容等により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の１以火 災 保 険 等

保険の期日　　始期―保険の目的物が工事現場に搬入される日

終期―しゅん功期限＋１４日以上

保 険 契 約 定 款

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補

償に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険を付すこと。

（２）前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又はこれ

に代わるものの写しを速やかに監督職員へ提出すること。

法 定 外 の 労 災

保 険 の 付 保

公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律

公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の

信頼の確保と建設業の健全な発展を図る目的である同法を遵守し、

施工体制の適正化を図ること。

臨 時 検 査 臨時検査は下記の場合に実施する。

発注者が必要と認めた場合に行う。

・臨時技術検査

支払が発生しない年度については除く）。

原則各年度１回以上（ただし、複数年度の継続工事において、

●中間技術検査

施工体制台帳等 （１）施工体制台帳　

受注者は、下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず

施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、作成した施

技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者

施工体制台帳には「工事担当技術者（様式）」を追加して監理

工体制台帳の写しを監督職員に提出するものとする。　なお、

（専任している場合のみ）の氏名、生年月日、所属会社名を記

受注者は施工体制台帳をもとに施工体系図を作成し、工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するものとす

る。

札を着用させるものとする。

いて、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名

負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内にお

（３）現場の管理

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請

「施工体制台帳作成のポイント(財政局工事管理室)」による。

載するものとする。なお、施工体制台帳の作成範囲・構成は、

（２）施工体系図

確 保 に つ い て

適 正 な 施 工 の

負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請

技術力等を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事

しなければならない専任の監理技術者については、適切な資格、

限る。）を配置すること。

する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに

（２）建設業法第２６条の規定により受注者が工事現場ごとに設置

（３）上記（１）および（２）のほか建設業法等に抵触する行為は

行わないこと。

他、以下の項目に留意すること。

施工中の安全確保

及 び

受注者は工事に際し、公衆災害の防止、施工中の安全確保、及び環

境保全のため、関係法令及び公共建築工事標準仕様書の記述に従う

環境保全について

へ の 登 録

請負代金額が500万円以上の場合を対象とする。

　なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行うも

のとする。

録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

(公共建築工事標準仕様書　1.1.4 参照のこと)( C O R I N S )

工 事 実 績 情 報

グ リ ー ン 購 入 「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考

慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。

資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、可能な限り簡

されたものを使用するよう努めること。

易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮

公 共 建 築 物 の 環 境 配 慮 工事の施工にあたっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築

物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工

に努めること。

の室内濃度測定

揮発性有機化合物

○施工前　　　箇所　　　○施工後　　　箇所

(３)測定時期及び個所（測定位置等は監督職員と協議のこと）

拡散法（パッシブ法）により測定する。

札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説に基づき、

(２)測定方法

(１)測定物質

提出しなければならない。

行い、基準値以下であることを確認の上、測定結果を監督職員に

行っている機関等）に依頼し揮発性有機化合物の室内濃度測定を

計量士を配置し、計量法第１０７条に定める計量証明事業登録を

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

スチレン、パラジクロロベンゼン

測定対象工事の受注者は、検査機関（計量法第１２２条に定める

○対象工事

揮 発 性 有 機 化 合 物 対 策 揮発性有機化合物が含有しているおそれのある材料については、

安全データシート等により確認を行い、極力揮発性有機化合物が

少ない材料、または含有していない材料の使用に努めること。使

用する材料はＦ☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該当す

の放散を促進するため、繰り返し換気を行わなければならない。

また、施工時・完了後引渡し前においては、揮発性有機化合物

る材料がない場合はＦ☆☆☆又は同等品とすること。

建設機械の選定 工事に使用する建設機械は以下による。

その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を受けるとともに、

現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行

い、監督職員に提出するものとする。

なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（改正平成

１３年４月９日　国土交通省告示第４８７号）に基づき、指定さ

れた機械を使用する。本工事において、以下に示す建設機械を使

用する場合は、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指定要領」

に基づき指定された排出ガス対策型建設機械及び平成７年度建設

技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、

またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術審査

・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機

械を使用するものとする。ただし、道路運送車両法の保安基準に

排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車車

検証の交付を受けているものは除く。

ホイールクレーン

ローラ

油圧式杭圧入引抜機

空気圧縮機

トラクターショベル

ブルドーザ

バックホウ

対 象 機 種

ラフテレーンクレーン

可搬式

ホイール型

油圧式クローラ型

形 式

く。

けている建設機械は除

法の排出ガス規制を受

ただし、道路運送車両

械に限る。

下）を搭載した建設機

ｋＷ以上２６０ｋＷ以

（エンジン出力７．５

ディーゼルエンジン

規 格

普通、湿地、リッパ装置付

可搬式、溶接兼用機を含む

ロードローラ、タイヤロー

ラ、振動ローラ

発動発電機

（４）対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当

受注者が自ら協力すること。

注者を訪問し、再調査または指導を行うこととなった場合は、

（３）面接調査の結果、発注者もしくは発注者に代わる者により受

該下請負業者（当該下請負工事の一部に関わる二次以降の下請

負業者を含む。）が前各項と同じ業務を負う旨をその契約書に

定めること。

公共事業労務費調査

保存を行うこと。

者の賃金及び時間の管理を適切に行い、賃金台帳の整備とその

（１）労働基準法に従って就業規則を作成するとともに、現場労働

ついて行うとともに協力しなければならない。

「対象工事」という。）となった場合には次の各項に挙げた事項に

受注者は、札幌市が実施する公共事業労務費調査の対象工事（以下

また、対象工事の工期経過後も同様とし、これらに要する費用は受

注者の負担とする。

し、面接調査を受けること。

調査対象期間の現場労働者の賃金台帳等による調査票等を提出

（２）札幌市が指定する面接調査日時に、指定した公共事業労務費

支給品及び貸与品 支給品及び貸与品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事材料の検査 検査材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計 量 単 位 計量単位については国際単位系（ＳＩ単位）とする。

道 産 品 の 活 用 に つ い て

するよう努めるものとする。

れる資材等で規格・品質が適正である場合は、これを優先的に使用

本工事に使用する使用資材のうち、道内で産出、生産または製造さ

（　　　　　　　　　　　　　　　　）部分引渡の範囲

部分しゅん功期限

３．工 事 内 容

令和　　年　　月　　日　まで

・高所作業における墜落制止用器具の使用、落下・転落事故の防止。

・火気の安全管理。

・作業場における酸欠状態及び有害ガス等の発生防止。

・交通安全管理及び交通誘導警備員の資格

公道等において工事を行う場合は、必要な保安施設を設置し、交通

安全に努めること。

市街地（人口集中地区及びこれに準じる地区をいう。）及び公安

委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線におけ

工事現場の安全

衛生に関する管理

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第３０条第２項の規定

に基づき特定元方事業者として指名された場合は、関係法令に従い

必要な措置を講ずる。

また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保等のため適切に

行うこと。

札幌市生活環境の

確保に関する条例

における「指定作

工事現場の土場において、以下の作業を３か月以上行う場合は、

業」について

ムページを確認すること。

なお、詳細については以下の環境局環境都市推進部環境対策課ホー

守すること。

生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関わる規制基準を順

ついては、本市発注工事において、土場を使用する場合は、近隣の

※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該

建設工事に伴って行われる作業は除く。

（※住居系地域の場合のみ）

(１)木材の切削

(２)金属のつち打

(３)金属の切断

(４)金属の研磨

(５)土石及び建設用資材の積み込み、積み下ろし

(６)建設用資材の運搬車両及び建設用重機の移動

（※住居系地域の場合のみ）

「札幌市生活環境の確保に関する条例」第６８条により、敷地境界

における騒音の基準が適用される。

混 合 物 に つ い て

再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は再生材の利用を

原則として、アスファルト舗装材料については土木工事積算要領

のとおりとする。ただし、舗設箇所の用途（騒音、すべり止め及

びわだち掘れ対策や橋面、トンネル舗装など）に応じて、異なる

材料を使用する場合は監督員と協議すること。

すること。

・地下埋設物破壊事故の防止

施工範囲の埋設物に十分注意し、「建築工事安全施工技術指針」

及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守すること。

　変更時と工事完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の登

る工事は札幌市土木共通仕様書における【1-1-1-38　交通安全管理】

、「12　交通誘導警備員の資格」項に記載の有資格者、人員を配置

（https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/shizai.html）

Ｅ2025＿0414　改訂

３．設計図ＣＡＤデータの提供　　●提供する　　

提供するＣＡＤデータは、本工事の履行に必要な施工図及び

提供したＣＡＤデータは、引渡し時を目途に、複製も含めて

全て削除すること。

　工事着手時、変更時、しゅん功時の１０日以内（土日祝を除く）

に登録を行い、監督員に提出すること。

５．別 途 工 事

Ⅲ．工事仕様

１．共通仕様 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。

以上　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

電気通信設備工事共通仕様書

（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）

土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事管理室）

備考

発 生 材

○

○

○

○

○○

○

○

（●印を付したものを本工事種目とする）４．工 事 項 目

電気設備工事仕様書（札幌市都市局建築部） 令和　　年度版７

令和　７年版

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）令和　４年版

公共建築工事標準仕様書　　（建築工事編）　　令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　令和　４年版

公共建築工事標準仕様書　　（機械設備工事編）令和　４年版

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和　４年版

西区

　ロードヒーティング設備撤去・復旧　一式

　道路照明灯設置　33基、道路照明灯撤去　一式

手稲区

　道路照明灯設置　17基、道路照明灯撤去　一式

中央区

　委任信号設置　２基、委任信号撤去　一式

西区ほか２区街路灯設置ほか工事

札幌市西区八軒９条７丁目ほか　

着手の日から　　令和　８年　１月１６日　まで

道路融雪設備工 道路防災設備工道路照明設備工●

●

● ●

（着手予定日：令和　７年　６月　９日）
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